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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 5 月 2 7 日 ( 2 0 2 4 . 5 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 高 炉 の 炉 内 通 気 性 の 異 常 を 判 定 す る 通 気 異 常 判 定 ス テ ッ プ と 、
　 羽 口 か ら 吹 き 込 む 微 粉 炭 が 燃 焼 せ ず に 残 存 す る 未 燃 微 粉 炭 の 発 生 を 判 定 す る 未 燃 微 粉 炭  
発 生 判 定 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 通 気 異 常 判 定 ス テ ッ プ 及 び 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 ス テ ッ プ の 判 定 結 果 に 基 づ い て  
溶 銑 温 度 制 御 に 関 す る ア ク シ ョ ン の 要 否 を 判 定 す る ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 ス テ ッ プ と 、 を 含  
む 、 溶 銑 温 度 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 通 気 異 常 判 定 ス テ ッ プ は 、 高 炉 炉 頂 か ら の 鉛 直 方 向 の 距 離 が 等 し い 位 置 に 存 在 す る  
シ ャ フ ト 圧 力 の 標 準 偏 差 が 、 前 記 距 離 が 異 な る 複 数 の 段 に お い て 第 １ 閾 値 を 上 回 る 場 合 に  
、 前 記 炉 内 通 気 性 の 異 常 が あ る と 判 定 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 ス テ ッ プ は 、 造 銑 速 度 及 び ソ ル ー シ ョ ン ロ ス カ ー ボ ン 量 の 少 な  
く と も １ つ に お い て 、 物 理 モ デ ル か ら 得 ら れ る 計 算 値 と 実 績 値 と の 誤 差 の 変 化 率 が 第 ２ 閾  
値 以 上 の 場 合 に 、 前 記 未 燃 微 粉 炭 が 発 生 し て い る と 判 定 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 溶 銑 温 度  
制 御 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 ス テ ッ プ は 、 前 記 通 気 異 常 判 定 ス テ ッ プ で 前 記 炉 内 通 気 性 の 異  
常 が あ る と 判 定 さ れ 、 か つ 、 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 ス テ ッ プ で 前 記 未 燃 微 粉 炭 が 発 生 し  
て い る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 溶 銑 温 度 を 上 昇 さ せ る た め の 前 記 ア ク シ ョ ン を 提 示 す る 、 請  
求 項 １ に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 方 法 に よ っ て 判 定 さ れ た 前 記 ア ク  
シ ョ ン の 要 否 に 従 っ て 、 前 記 高 炉 を 制 御 す る ス テ ッ プ を 含 む 、 高 炉 の 操 業 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 高 炉 の 操 業 方 法 に 従 っ て 前 記 高 炉 を 制 御 し 、 溶 銑 を 製 造 す る ス テ ッ プ  
を 含 む 、 溶 銑 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 高 炉 の 炉 内 通 気 性 の 異 常 を 判 定 す る 通 気 異 常 判 定 部 と 、
　 羽 口 か ら 吹 き 込 む 微 粉 炭 が 燃 焼 せ ず に 残 存 す る 未 燃 微 粉 炭 の 発 生 を 判 定 す る 未 燃 微 粉 炭  



10

20

30

40

50

JP WO2024/185626 A5 2025.2.12(2)

発 生 判 定 部 と 、
　 前 記 通 気 異 常 判 定 部 及 び 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 部 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 溶 銑 温 度 制 御  
に 関 す る ア ク シ ョ ン の 要 否 を 判 定 す る ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 部 と 、 を 備 え る 、 溶 銑 温 度 制 御  
装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 通 気 異 常 判 定 部 は 、 高 炉 炉 頂 か ら の 鉛 直 方 向 の 距 離 が 等 し い 位 置 に 存 在 す る シ ャ フ  
ト 圧 力 の 標 準 偏 差 が 、 前 記 距 離 が 異 な る 複 数 の 段 に お い て 第 １ 閾 値 を 上 回 る 場 合 に 、 前 記  
炉 内 通 気 性 の 異 常 が あ る と 判 定 す る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 部 は 、 造 銑 速 度 及 び ソ ル ー シ ョ ン ロ ス カ ー ボ ン 量 の 少 な く と も  
１ つ に お い て 、 物 理 モ デ ル か ら 得 ら れ る 計 算 値 と 実 績 値 と の 誤 差 の 変 化 率 が 第 ２ 閾 値 以 上  
の 場 合 に 、 前 記 未 燃 微 粉 炭 が 発 生 し て い る と 判 定 す る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 装  
置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 部 は 、 前 記 通 気 異 常 判 定 部 が 前 記 炉 内 通 気 性 の 異 常 が あ る と 判  
定 し 、 か つ 、 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 部 が 前 記 未 燃 微 粉 炭 が 発 生 し て い る と 判 定 し た 場 合  
に 、 溶 銑 温 度 を 上 昇 さ せ る た め の 前 記 ア ク シ ョ ン を 提 示 す る 、 請 求 項 ７ か ら ９ の い ず れ か  
一 項 に 記 載 の 溶 銑 温 度 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 溶 銑 温 度 制 御 装 置 と 、 端 末 装 置 と 、 を 備 え て 構 成 さ れ る 溶 銑 温 度 制 御 シ ス テ ム で あ っ て  
、
　 高 炉 の 炉 内 通 気 性 の 異 常 を 判 定 す る 通 気 異 常 判 定 部 と 、
　 羽 口 か ら 吹 き 込 む 微 粉 炭 が 燃 焼 せ ず に 残 存 す る 未 燃 微 粉 炭 の 発 生 を 判 定 す る 未 燃 微 粉 炭  
発 生 判 定 部 と 、
　 前 記 通 気 異 常 判 定 部 及 び 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 部 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 溶 銑 温 度 制 御  
に 関 す る ア ク シ ョ ン の 要 否 を 判 定 す る ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 部 と 、
　 前 記 通 気 異 常 判 定 部 が 判 定 し た 炉 内 通 気 性 の 異 常 判 定 結 果 と 前 記 未 燃 微 粉 炭 発 生 判 定 部  
が 判 定 し た 未 燃 微 粉 炭 発 生 の 判 定 結 果 と 前 記 ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 部 の 判 定 結 果 が 出 力 す る  
溶 銑 温 度 制 御 の ア ク シ ョ ン を 出 力 す る 出 力 部 と 、
　 前 記 出 力 部 か ら の 出 力 結 果 を 取 得 し 、 前 記 通 気 異 常 判 定 部 の 判 定 結 果 と 前 記 未 燃 微 粉 炭  
発 生 判 定 部 の 判 定 結 果 と 前 記 ア ク シ ョ ン 要 否 判 定 部 が 出 力 す る 溶 銑 温 度 制 御 の ア ク シ ョ ン  
を 表 示 す る 表 示 部 と 、 を 備 え る 、 溶 銑 温 度 制 御 シ ス テ ム 。
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